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招集ご通知
　

開催日時 2023年6月21日（水曜日）
午前11時（受付開始：午前10時30分）

開催場所 大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪　２階「SYUN-旬-」
※会場が昨年と異なりますので、末尾の「株主
　総会会場ご案内図」を参照のうえ、お間違え
　のないようお願い申しあげます。
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(証券コード　6322)
2023年６月６日

(電子提供措置開始日　2023年５月31日)
株 主 各 位

大阪市中央区淡路町二丁目２番14号

代表取締役社長 山 田 信 彦

　当社ウェブサイト（https://www.tacmina.co.jp/ir/meeting/）

　株主総会資料掲載ウェブサイト（https://d.sokai.jp/6322/teiji/）

第47回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげ
ます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、以下の各ウェブサイトに掲載しておりますの
で、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげ
ます。

　電子提供措置事項は、上記の各ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブ
サイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
　（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「タクミナ」
　　又は「コード」に当社証券コード「6322」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書
　　類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資
　　料」欄よりご確認ください。）
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１．日 時 2023年６月21日（水曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分）
２．場 所 大阪市中央区本町橋２番31号

シティプラザ大阪　２階「SYUN-旬-」
　※会場が昨年と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」を参照のうえ、
　　お間違えのないようお願い申しあげます。

※株主の皆様に対する公平な利益還元の観点からお土産は取止めとさせていただいて
　おります。ご理解ならびに協力のほどお願い申しあげます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第47期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類

ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第47期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
（１）インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インタ
　　　ーネットによる議決権行使を有効なものといたします。またインターネットによる方法で
　　　複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。
（２）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛
　　　成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を
行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年
６月20日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
あげます。

敬　具
記

以　上
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【新型コロナウイルスによる感染症への対応につきまして】
　本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の国内の感染状況やご自身の体調をお確
かめのうえ、感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。ご高齢の方や基
礎疾患がある方、妊娠されている方におかれましては、ご出席についてご検討をお願い申しあげま
す。本株主総会会場におきましては、開催日現在の状況に応じ、アルコール消毒液の設置、株主様の
間隔を確保するための座席数減少、株主総会の時間短縮など、感染予防のための措置を講じますので
ご協力のほどお願い申しあげます。体調不良がうかがわれる株主様には、ご入場をお控えいただくこ
とがございますので、あらかじめご了承ください。
　今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせい
たします。株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、本株主総会前日にあらかじめ当社ウェブサイ
トをご確認くださいますようお願い申しあげます。

【お願い及びご通知事項】
・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

・本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面
をお送りいたしますが、当該書面は法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除
いております。

　１．連結計算書類の「連結注記表」
　２．計算書類の「個別注記表」
　従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査等委員会が監
査報告書を、会計監査人が会計監査報告書を作成するに際して監査をした対象書類の一部でありま
す。

・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送く
ださい。

日　時 行使期限 行使期限

2023年６月21日（水曜日）
午前11時

2023年６月20日（火曜日）
午後５時30分入力完了分まで

2023年６月20日（火曜日）
午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２・４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。
インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。
またインターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）
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事 業 報 告

（ 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果
　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に関する行動制限の解除以降
は、社会経済活動との両立が進み、企業の設備投資や生産活動に持ち直しの動きが見られましたが、
その一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化に伴う原材料価格の高騰や急激な円安進行の影響な
ど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　このような状況の中、当社グループを取り巻く受注環境は、国内では、続くケミカル業界の設備投
資需要に強く牽引され受注は好調に推移したため、売上を伸ばすとともに受注残高を大きく積上げま
した。また、海外では、二次電池業界の設備投資が引き続き活発なことから、同業界向けの受注が好
調に推移しました。
　以上の結果、売上高は、97億44百万円（前期比12.3％増）となり、過去最高を更新しました。
　利益面につきましては、仕入部材等の価格上昇の影響を一部受けたものの、売上増加に伴う増益等
により吸収することができたため、売上総利益は44億81百万円（同10.2％増）と増加しました。ま
た、企業活動の復調に伴う販売費及び一般管理費の増加を、売上総利益の増加により吸収することが
できたため、営業利益は14億58百万円（同19.8％増）、経常利益は14億75百万円（同16.5％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益は10億60百万円（同20.5％増）となり、各利益についても
過去最高を更新しました。
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　主な品目別販売実績は以下のとおりであります。
　当連結会計年度より、従来は「定量ポンプ」として記載していた品目区分を、当社グループの主力
製品である「スムーズフローポンプ」及び関連装置等については「高性能ソリューションポンプ」と
して、ソレノイド駆動ポンプやモータ駆動ポンプ等については「汎用型薬液注入ポンプ」として区分
する方法に変更しており、当連結会計年度の比較及び分析は、変更後の区分に基づいております。

【高性能ソリューションポンプ】
　国内市場では、当社主力製品の「スムーズフローポンプ」の主要市場となるケミカル業界が、二次
電池市場や素材産業を中心とした収益源の多様化、高付加価値サービスの創出に向けた研究開発への
注力などを背景に積極的な設備投資の姿勢を見せていることから、同製品群の販売は引き続き好調に
推移しました。さらに、コロナ禍の収束を見据えた顧客動向により、特に塗工用途で環境負荷低減や
自動化・効率化など、スムーズフローテクノロジーを駆使したソリューションの採用が広がりまし
た。
　海外市場では、韓国の二次電池業界における設備投資の動きが継続しており、「スムーズフローポ
ンプ」の受注を着実に積み上げ、売上も好調を維持しました。また、米国においては、畜産業向けの
分析機器用に「スムーズフローポンプ」が標準採用され、安定した受注を確保し売上伸長に貢献しま
した。
　以上の結果、高性能ソリューションポンプの売上高は、38億83百万円（前期比23.8％増）となり
ました。

【汎用型薬液注入ポンプ】
　滅菌・殺菌業界向け及びプラント向けの水処理関連にコロナ禍からの需要回復がみられ、売上が増
加しました。
　以上の結果、汎用型薬液注入ポンプの売上高は、25億82百万円（前期比8.4％増）となりまし
た。

【ケミカル移送ポンプ】
　エア駆動式ポンプは大型のスポット案件が前期に比べ減少し、売上及び台数が微減となりました
が、「ムンシュポンプ（高耐食ポンプ）」が、国内外の製鉄プラント向けで受注を順調に伸ばし、売
上が増加しました。
　以上の結果、ケミカル移送ポンプの売上高は、７億20百万円（前期比17.1％増）となりました。
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期　　別

品　　目

第46期（2022年３月期） 第47期（2023年３月期）
金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

百万円 ％ 百万円 ％
高 性 能 ソ リ ュ ー シ ョ ン ポ ン プ 3,136 36.1 3,883 39.9
汎 用 型 薬 液 注 入 ポ ン プ 2,383 27.5 2,582 26.5
ケ ミ カ ル 移 送 ポ ン プ 615 7.1 720 7.4
計 測 機 器 ・ 装 置 1,135 13.1 1,104 11.3
流 体 機 器 419 4.8 456 4.7
ケ ミ カ ル タ ン ク 651 7.5 646 6.6
そ の 他 335 3.9 350 3.6

合 計 8,676 100.0 9,744 100.0

【計測機器・装置】
　部材納期の長期化に伴い売上への転化が遅れたことに加えて、プラント向けの大型のスポット案件
が少なかったこともあり、低調に推移し売上が減少しました。
　以上の結果、計測機器・装置の売上高は、11億４百万円（前期比2.7％減）となりました。

【流体機器】
　ケミカル業界向けの大型物件を受注したことにより、売上が増加しました。
　以上の結果、流体機器の売上高は、４億56百万円（前期比8.9％増）となりました。

【ケミカルタンク】
　滅菌・殺菌業界向けなどの水処理関連でソリューションタンクの販売が好調に推移しましたが、大
型タンクなどのスポット案件が前期に比べ減少した反動から、売上が微減しました。
　以上の結果、ケミカルタンクの売上高は、６億46百万円（前期比0.8％減）となりました。

【その他】
　その他には、立会調整費やメンテナンス等の売上高及びその他（レストラン、フィットネス）の売
上高が含まれております。
　その他の売上高は、３億50百万円（前期比4.5％増）となりました。

品目別売上高の状況
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(2) 資金調達等についての状況
① 資金調達

　当連結会計年度の資金調達は、経常的な資金調達のみを行っており、特に記載すべき事項はあ
りません。

② 設備投資
　当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は４億10百万円で、これらの設備投資資
金は自己資金でまかないました。
　主な設備投資の内容は、生産本部新倉庫の建設１億２百万円、宿泊施設の改装１億18百万
円、検査・測定機器27百万円、土地の取得24百万円、製品紹介動画の制作19百万円、基幹シス
テムの性能向上11百万円ほかであります。
　生産の大幅な増強につながるような設備投資はありません。

期　　別
区　　分

第 44 期
(2020年３月期)

第 45 期
(2021年３月期)

第 46 期
(2022年３月期)

第 47 期
(2023年３月期)

売 上 高 (百万円) 8,414 8,269 8,676 9,744

経 常 利 益 (百万円) 1,017 846 1,266 1,475

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 714 589 880 1,060

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 99.47 81.98 122.12 146.82

総 資 産 (百万円) 10,948 11,432 12,092 13,713

純 資 産 (百万円) 7,139 7,509 8,117 8,971

１株当たり純資産額 ( 円 ) 993.69 1,043.03 1,125.37 1,241.41

(3) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第46期の期首より適

用しており、第46期以降に係る財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。
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(4) 対処すべき課題
　ポンプのメーカーとして、お客様の立場に立った独創性のある製品を提供し続けるため、以下の
ことを主な課題と考えております。

① マーケティング機能の強化と「わかりやすい」情報発信
　当社グループの活動に興味を持っていただき、当社グループ及び当社グループの技術・製品
に、より一層関心を持っていただけるよう、お客様との接点を豊かにし、「お客様の立場に立っ
て考える」という観点から全社を挙げてマーケティング体制を整備してまいります。具体的に
は、「流体ソリューションセンターＬＡＢⅡ」をはじめお客様と共同で課題解決に取り組むな
ど、ユーザーニーズの収集活動を強化してまいります。
　また、「わかりやすい」情報発信（移動型研修施設「ポンプ道場」・ショールーム型研修施設
「タクトスペース」・環境／社会／経済活動レポート・メールニュース・ホームページ・広告宣
伝・展示会・動画を活用した製品／施設紹介など）に注力してまいります。

② ポンプ・ポンプ応用製品及び装置に関する商品化機能の拡充
　ポンプ・ポンプ応用製品及び装置に関する商品化機能を拡充し、ケミカル・素材をはじめ食
品・医薬品・化粧品など、あらゆる産業で求められている液体の精密充填・精密混合ニーズを的
確に把握して、環境に配慮したエコデザインの高付加価値商品を開発・提供し、水処理・滅菌な
どの従来市場とともに新用途･新市場への展開を図ります。

③ コアコンピタンス（競争力のあるコア技術）の追求と認知度の向上
　水の安全・安心を提供し、あらゆる産業で、高付加価値液体の理想的な移送システムを実現す
るため、滅菌殺菌テクノロジーの追求から生まれるユニークな製品・装置に加え、「スムーズフ
ロー」ブランドに代表されるダイヤフラム（隔膜）駆動ポンプの利点（液漏れを起こさない構
造・液質や液性を変化させない移送・高精度で安定的な移送・圧送など）について、認知度の向
上を図り、その特長をさらに追求いたします。
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④ 海外売上比率の向上
　市場のグローバル化の進展に伴い、海外のお客様に対しても、さまざまな産業での理想的な液
体移送の実現など、当社グループが貢献できるフィールドが増加しております。そのため、海外
各地の情報収集、ユーザーニーズの把握や製品の認知度向上を図るとともに、各地域の販売店に
対する支援活動の強化を行い、海外売上比率の向上に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容（2023年３月31日現在）
ポンプ事業（高性能ソリューションポンプ、汎用型薬液注入ポンプ、ケミカル移送ポンプ、計測
機器・装置、流体機器、ケミカルタンクの製造及び販売ほか）

本 社：大阪市中央区
営 業 所：東京支社、名古屋支店、大阪支店、福岡支店、札幌営業所、仙台営業所、千葉

営業所、横浜営業所、金沢営業所、倉敷営業所、広島営業所、高松営業所
工場・研究所：兵庫県朝来市生野町

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

298名 ６名増 40.3歳 14.9年

(6) 主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）
① 当社

② 子会社
TACMINA USA CORPORATION（アメリカ合衆国）
TACMINA KOREA CO.,LTD. （大韓民国）

(7) 使用人の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況　　　　　　　305名（前期比８名増）

（注）当社グループはポンプ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしてお
りません。

② 当社の使用人の状況
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名 称 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

TACMINA USA CORPORATION 100％ 当社製品の販売及び販売支援

TACMINA KOREA CO.,LTD. 100％ 当社製品の販売及び販売支援

(8) 重要な子会社の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 150百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 50

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 30

株 式 会 社 但 馬 銀 行 4

但 陽 信 用 金 庫 4

(9) 主要な借入先及び借入額（2023年３月31日現在）
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① 発行可能株式総数 23,000,000株
② 発行済株式の総数 7,231,586株(自己株式 496,954株を除く)
③ 当事業年度末の株主数 2,036名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

タ ク ミ ナ 共 栄 持 株 会 1,059千株 14.65％

山 田 義 彦 569 7.88

合 同 会 社 Ｎ ． Ｋ ． Ｆ ｒ ｅ ｕ ｄ ｅ ｌ 540 7.47

タ ク ミ ナ 社 員 持 株 会 302 4.18

山 田 信 彦 292 4.05

山 田 裕 子 128 1.78

熊 谷 景 子 124 1.72

山 田 幸 子 124 1.72

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 120 1.66

株 式 会 社 但 馬 銀 行 120 1.66

区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役）

14,032株
（－株）

４名
（－名）

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

－株
（－株）

－名
（－名）

２. 株式に関する事項
(1)株式の状況（2023年３月31日現在）

④ 上位10名の株主

（注）持株比率は、自己株式（496,954株）を控除して計算しております。

(２)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「３．会社役員に関する事項（４）取締役の報酬等①当事業年度に
係る報酬等の総額等」に記載しております。
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氏 名 地 位 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

山 田 信 彦 代 表 取 締 役 社 長

山 田 圭 祐 取 締 役 副 社 長

武 村 俊 治 取 締 役 執 行 役 員 生産本部長兼
調達部長

白 岩 源 史 取 締 役 執 行 役 員 営業統括本部長

吉 田 裕 取 締 役
( 常 勤 監 査 等 委 員 )

打 田 幸 生 取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

オカダアイヨン株式会社常勤
監査役

平 田 紀 年 取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

酒 井 修 一 取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

３. 会社役員に関する事項
（１） 取締役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機
能を強化するために吉田 裕氏を常勤監査等委員として選定しております。

２. 取締役（常勤監査等委員）吉田 裕氏は経理部長として15年間従事した経験を有し、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員） 打田 幸生氏、平田 紀年氏及び酒井 修一氏は、社外取締役であります。
４. 当社は、取締役（監査等委員） 打田 幸生氏、平田 紀年氏及び酒井 修一氏を東京証券取引所の定めに

基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（２） 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第１項の規定
に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
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区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

人数
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役）

166,460千円
(－千円)

115,584千円
(－千円)

34,880千円
(－千円)

15,996千円
(－千円)

４名
(－名)

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

11,010千円
(3,960千円)

11,010千円
(3,960千円)

－千円
(－千円)

－千円
(－千円)

４名
(３名)

合計
(うち社外取締役）

177,470千円
(3,960千円)

126,594千円
(3,960千円)

34,880千円
(－千円)

15,996千円
(－千円)

８名
(３名)

（３） 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ
保険）契約を締結しており、当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員及び管理
職従業員であります。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起
因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される
こととなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。ただし、被保険者の職務の
執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に
起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。また、当該保険契約は次回
更新時においても同内容での更新を予定しております。

（４） 取締役の報酬等
①当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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②役員報酬等の内容の決定に関する方針
　当社では、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、また、コーポレー
ト・ガバナンスに関する基本方針に基づき、持続的な成長につながる健全なインセンティブとして機能す
るよう、役員報酬制度を取締役会にて決定しております。当社の役員報酬制度の基本的な考え方は以下の
とおりです。

(報酬水準及び報酬構成の考え方）
　当社役員が担うべき機能・役割に応じた報酬体系とするとともに当社業界水準等に応じた競争力を有す
る報酬水準であり、次世代の経営を担う人材にとって魅力的かつ成長意欲を喚起し、組織の活力向上が図
れる制度としております。業務執行を担う取締役の報酬等については、業績との連動性を強化し、単年度
の業績のみならず、中長期的な企業価値に連動する報酬制度を採用することや、現金報酬のほか株主価値
との連動性を強化した株式報酬を設けることで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬構成とし
ています。また、特に顕著な功労があると認められる取締役に対しては功労金を支給することがありま
す。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬等については、経営の監督機能を担う役割を適
切に果たすため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額報酬のみを支給することとしており
ます。

③役員の報酬等の額又はその算定方法の内容及び決定方法
a. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等
　当社における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2020年６月19日開催の第
44回定時株主総会で承認いただいた総額を年額３億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まない。）で決定することとしております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の員数は、５名であります。取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
以下、「対象取締役」という。）の報酬等は、中長期的な業績向上及び企業価値の持続的な向上への貢献
意欲を高めるため、固定報酬となる「基本報酬」と単年度業績を反映した「業績連動賞与」、中長期的業
績が反映できる「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬とな
る「基本報酬」のみを支給することとしております。当事業年度における個人別の報酬等の内容は、株主
総会で承認された報酬限度額の範囲内であり、報酬制度に沿ったものであると取締役会で承認されている
ことから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

イ. 基本報酬
　「基本報酬」は、月額報酬として金銭で支給するもので、個人別の報酬額は当社取締役会決議に基づ
き一任された代表取締役社長 山田 信彦が個々の取締役の職務と責任及び実績に応じて決定しておりま
す。代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を当社において最も熟知し、
各取締役の地位及び担当、功績等も踏まえ、総合的に報酬額を決定できると判断したためであります。
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目標とする指標 目標値 実績値 業績連動係数

2023年３月期 連結営業利益 1,210百万円 1,458百万円 121％

ロ. 業績連動賞与
　当社の金銭報酬の基準について、目標を達成した場合の基準額が、固定報酬となる「基本報酬」の割
合を80％、業績連動報酬となる「業績連動賞与」の割合を20％となるよう概ね設定しております。「業
績連動賞与」は、報酬の客観性及び透明性を高めるために毎期公表された連結営業利益を業績指標と
し、目標を達成した場合の基準額を100として達成度により50％から200％の範囲で変動します。な
お、各対象取締役への配分は役位別に予め定められた分配係数を乗じて設定しております。連結営業利
益を業績指標として選定した理由については、連結営業利益が短期的な企業の収益性や企業価値を表す
重要な指標であることから、株主の皆様の利益最大化に責任を持つ取締役としての報酬を決定する指標
としてふさわしいものと判断したためであります。最終的には取締役会の承認により決定し、一定の時
期に支給いたします。
(業績連動賞与の算定式）

業績連動賞与　＝　基準額 × 業績連動係数 × 役職別分配係数

業績連動係数　＝　連結営業利益（実績値）／ 連結営業利益（目標値）

目標とする業績連動指標
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ハ. 譲渡制限付株式報酬
　2020年６月19日開催の第44回定時株主総会における決議により、対象取締役に業績向上及び当社の
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進
めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度（以下、「本制度」という。）を導入し
ております。なお、当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、５名であります。対象取締役は、当
社取締役会決議に基づき一定の時期に支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式
の総数は年50,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通
株式の株式分割又は株式併合が行われた場合等、当該総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ
たときは、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整することが
できるものとします。）といたします。なお、その１株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。本制度は、50年間の譲渡制限期間を設けて当社
株式を付与するもので、譲渡制限の解除は、譲渡制限期間の満了時もしくは任期満了、死亡など取締役
会が正当と認める理由による退任時としております。なお、譲渡制限期間が満了した時点、もしくは取
締役退任時において、譲渡制限が解除されていないものがある場合は、当社はこれを当然に無償で取得
することとしております。なお、当事業年度における交付状況は「２．株式に関する事項(２)当事業年
度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

b. 監査等委員である取締役の報酬等
　当社における監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）４名の報酬等は、取締役によ
る職務執行に対する監査等の職務を担うことに照らし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含め
ず、固定報酬である「基本報酬」のみで構成されております。当該報酬については、2016年６月24日開
催の第40回定時株主総会で決議いただいた総額30百万円以内で決定しております。なお、当該株主総会終
結時点の監査等委員の員数は、３名（うち、社外取締役は２名）であります。また、監査等委員の個人別
の報酬額については、監査等委員の協議によって決定することとしております。
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氏　　名 主 な 活 動 状 況

取締役(監査等委員)
打 田 幸 生

当事業年度開催の取締役会17回（電磁開催５回を含む。）のうち17回出席し、当社の
業務執行者から独立した立場で、取締役の職務執行に関して必要に応じて法令・定款遵
守に係る見地から発言・監視を行いました。また、当事業年度において開催された監査
等委員会12回のうち12回出席し、内部監査システムの整備及び運用状況・会計監査人
の監査の相当性・その他事項について、審議を行いました。なお、オカダアイヨン株式
会社において取締役及び常勤監査役を務め、企業経営者としての豊富な経験と監査の幅
広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的視点から、当
社の経営全般に関する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの一
層の強化を図るにあたり重要な役割を果たしております。

取締役(監査等委員)
平 田 紀 年

当事業年度開催の取締役会17回（電磁開催５回を含む。）のうち17回出席し、当社の
業務執行者から独立した立場で、取締役の職務執行に関して必要に応じて法令・定款遵
守に係る見地から発言・監視を行いました。また、当事業年度において開催された監査
等委員会12回のうち12回出席し、内部監査システムの整備及び運用状況・会計監査人
の監査の相当性・その他事項について、審議を行いました。なお、平田社会保険労務
士・ＦＰ事務所を経営しており、とりわけ人事・労務関係に精通されております。その
専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、有効な助言を受けるなど、コーポ
レート・ガバナンスの一層の強化をはかるにあたり重要な役割を果たしております。

取締役(監査等委員)
酒 井 修 一

当事業年度開催の取締役会17回（電磁開催５回を含む。）のうち17回出席し、当社の
業務執行者から独立した立場で、取締役の職務執行に関して必要に応じて法令・定款遵
守に係る見地から発言・監視を行いました。また、当事業年度において開催された監査
等委員会12回のうち12回出席し、内部監査システムの整備及び運用状況・会計監査人
の監査の相当性・その他事項について、審議を行いました。
なお、ネステック株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験と幅
広い見識を有しております。その専門的見地と豊富な経験に基づく客観的な視点から、
当社の経営全般に関する監督や有効な助言を受けるなど、コーポレート・ガバナンスの
一層の強化を図るにあたり重要な役割を果たしております。

（５） 社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係

打田 幸生氏の兼職先であるオカダアイヨン株式会社と当社の間には重要な取引その他の関係
はありません。

②当事業年度における主な活動状況
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監査証明業務に基づく報酬 22,000千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,000千円

４. 会計監査人に関する事項
(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社監査等委員会が有限責任監査法人トーマツの報酬等に同意した理由は、前事業年度の
実績と比較して、監査内容、監査工数が妥当であること、内部統制を含む監査報酬額が、
他の同規模の上場企業と比較して妥当であることなどから、その報酬が妥当であると認め
ました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふ
さわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき重大な支障があると判断した場
合には、監査等委員会が会社法第340条の規定に基づき、監査等委員全員の同意により会計監査人
を解任いたします。
　上記のほか、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、又は監査の適正性
をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計
監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
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５. 業務の適正を確保するための体制等の整備及びその運用状況に関する事項
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、使命に「タクミナは、公正で信頼される活動を行い、企業価値を最大にする」と謳い、
常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指しております。
　当社では、取締役及び使用人の行動の規範として、「コンプライアンス行動規範」を定め、その
抜粋を手帳に掲載し、一人一人が携帯して常に閲覧できるようにするとともに、取締役会の諮問機
関として「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備を図るほか、コンプ
ライアンス上の重要な問題を審議し、結果を取締役会及び監査等委員会に報告することとしており
ます。
　また、内部統制システムの維持・強化と財務報告の信頼性を確保するため内部統制全般を統括す
る「内部統制室」を設置し、会計監査・業務監査を分掌するほか、コンプライアンスのチェック機
能を持たせています。不正行為等の早期発見と是正を図るため設けた「内部通報制度」の通報窓口
とするばかりでなく、全社横断的なコンプライアンス上の問題点を把握させるほか、各種社内規程
の見直しや法令及び定款等の違反行為の発生を未然に防止するチェックを行い、取締役会及び監査
等委員会へ報告することとしております。
　当事業年度におきましては、コンプライアンス意識の維持・向上のため、新入社員研修・中途入
社社員研修・その他研修会等において、コンプライアンス研修を実施いたしました。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、株主総会・取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が
「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づいて行った決裁、取締役の職務の執行に係る情報を
文書又は電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、
定められた期間保存・管理しております。
　当事業年度におきましても、取締役及び監査等委員が常時これらの文書等を電磁的媒体及び本社
総務部保管のファイルにて閲覧できる状態としております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社では、損失の危険の管理を体系的に定めた当社グループ各社が共有する「リスク管理規程」
を制定しており、この規程に基づき、当社グループの社内各部門にリスク管理を行う「リスク管理
責任者」を置いております。
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　リスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、当社グループ各社のリスク管理を担当する機関
として、当社に取締役会の諮問機関である「リスク管理委員会」を設置し、リスク管理体制の整備
にあたらせるとともに、有事の際、速やかに情報の伝達を行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小
限に食い止めることを企図しております。
　また、44期に設置した「新型コロナウイルス緊急対策委員会」を逐次開催し、新型コロナウイ
ルス感染拡大予防措置を実施しました。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり、取締役８名（うち社外取締役３名）で構成さ
れております。
　法令や取締役会規則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し業務執行状況を監
督すべく、取締役会を原則毎月１回開催しております。また、取締役会の諮問機関として「執行役
員会」及び「経営企画委員会」を設置し、経営に関する重要事項についての検討・審議及び取締役
会から委譲された権限の範囲内での決定を行い取締役の職務執行の充実を図ることとしておりま
す。
　併せて、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」により各取締役の役割分担とその権限を明確に
して、業務執行の効率化と、経営責任の明確化をはかっております。
　当事業年度におきましては、取締役会を17回（電磁開催５回を含む。）、執行役員会を２回、
経営企画委員会を11回開催いたしました。
　また、職務執行の実態に合わせて規程類の改正を行いました。

(5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
　当社の子会社TACMINA USA CORPORATION及びTACMINA KOREA CO.,LTD.は100％子会
社であり、その意思決定及び業務執行については、親会社である当社が重要な影響力を持っており
ます。
　当社では、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を
義務づけており、定期的に開催する取締役会や経営企画委員会等の会議において経営上の重要情報
の共有に努めております。
　当事業年度におきましては、海外営業部の報告を、取締役会において12回実施いたしました。
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② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社では、損失の危険の管理を体系的に定めた当社グループ各社が共有する「リスク管理規程」
に基づき、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しており、子会社の業務の遂行を阻
害する要因についても「リスク管理委員会」において対応策を審議することとしております。

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社では、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び年度予算を策定することにより、子会
社の役割及び目標を明確にするとともに、業務分掌と決裁権限に基づいて分業化・高度化をはか
り、効率的に業務運営を行う体制としております。
　また、定期的に開催する当社取締役会、経営企画委員会等の会議における進捗管理等を通じて職
務執行の効率化をはかっております。

④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制

　当社では、当社グループ各社が共有する「コンプライアンス規程」に基づき、当社グループ全体
の法令遵守及び倫理行動に関する体制の整備・運用を網羅的・統括的に管理しており、子会社のコ
ンプライアンス体制の確立・浸透・定着を図るための活動、あるいはコンプライアンス行動を阻害
する要因についても「コンプライアンス委員会」において対応策を審議することとしております。
　当社グループの海外拠点である子会社については、当該拠点ごとに現地の法律・会計・税務につ
いて随時相談し、アドバイスを求めることのできる提携先を確保し、コンプライアンス体制の維
持・向上をはかっております。
　なお、当社では、「コンプライアンス規程」を、子会社を含む内容にして運用しております。

⑤ その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、子会社の役員及び使用人が、親会社の経営方針に沿って適正に業務を運営していること
を確認するために、定期的に内部監査を行う体制を整えております。また、当社における業務が適
正に行われていることを確認するために、内部監査を実施しております。
　「内部統制基本方針」及び「内部監査規程」を、子会社を含む内容にして運用しており、当事業
年度におきましては、本社・東京支社・名古屋支店・大阪支店・海外営業部・仙台営業所・高松営
業所・生産本部について内部監査を実施しました。
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(6) 監査等委員会の職務を補助する使用人について
　当社は、当社の規模から、当面、監査等委員会の職務を補助すべき専従者としての使用人は置い
ておりません。ただし、「内部統制室」が監査等委員会と連携して、内部監査（コンプライアンス
の監視、内部統制の有効性についての監査、業務監査、会計監査）を行うとともに、監査等委員会
の補助使用人の役割を果たしており、「内部監査規程」において「内部統制室」の被監査部門から
の独立について規定し、また「内部統制基本方針」において監査等委員会が「内部統制室」に調査
を求めることができると規定して、補助使用人の独立性及び監査等委員会の補助使用人に対する指
示の実効性を担保しております。
　当事業年度におきましては、監査等委員会と内部統制室が連携して、監査重点項目とした店所に
おける売上計上・返品・在庫管理の手続の整備・運用状況、及び経費の適正性等について監査を実
施しました。

(7) 当社又は子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
　当社グループでは、当社又は子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人
は、法令等の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき
は、当社の監査等委員会に対して、直ちに報告することとしております。また、監査等委員会はい
つでも必要に応じて、当社又は子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に
対して報告を求めることができ、監査等委員会から説明を求められた場合には、迅速かつ的確に報
告を行うこととしております。
　当事業年度におきましては、該当する事象は発生しませんでした。

(8) 監査等委員会への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制

　当社では、当社グループ各社が共有する「内部通報制度規程」において、通報者等が相談又は通
報したことを理由として解雇その他の不利な取扱いを受けないことを定め、また不利な取扱いをし
た者には、「就業規則」に従い、処分することができる旨を規定しております。
　当事業年度におきましては、該当する事象は発生しませんでした。
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(9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社では、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基
づく費用の前払い等の請求をしたときは､当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の
執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしており
ます。
　また監査等委員会から独自に外部専門家（弁護士・公認会計士等）を顧問とすることを求められ
た場合、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担す
ることとしております。
　当社では、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算
を設けております。
　当事業年度におきましても、監査等委員の能力向上のための研修費用、監査立会のための出張費
用等の予算を計上し、執行しました。

(10)監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会による監査の実効性を確保するため、代表取締役社長は、常勤監査等委員と会合を
持ち、経営方針、当社が対処すべき課題、当社を取り巻く重大なリスク、当社グループにおける内
部統制の整備・運用の状況、監査等委員会監査の環境整備、監査上の重要課題等について意見交換
を行うこととしております。
　監査等委員会は、「会計監査人」及び「内部統制室」と情報交換につとめ、連携して当社の監査
の実効性を確保するようにしております。
　また、当社では、社外取締役３名を独立役員に指定し、中立的・客観的立場から助言を得るとと
もに、社内に精通した常勤監査等委員１名が取締役会・経営企画委員会等の重要会議に積極的に出
席することで、経営監視の実効性を高めております。
　監査等委員会は、原則として毎月１回１時間程度開催し、ガバナンスの在り方とその運用状況を
監視しております。
　監査等委員会の主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の監査の
相当性及び再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
　当事業年度の具体的活動は、監査方針・監査計画、会計監査人再任・不再任、会計監査人の監査
報酬の決定に関する同意、監査等委員会の監査報告書、監査等委員選任議案に対する同意、監査等
委員会予算の策定等に関する決議を11件、常勤監査等委員の活動状況、会計監査人監査の立会い
及び相当性評価、内部統制室監査のモニタリング状況と業務の適正性評価、監査等委員会の実効性
評価等に関する報告・審議を24件行いました。
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　常勤監査等委員は、重要な経営会議等に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門からの報
告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
　当事業年度におきましては、会計監査人の監査に12回立会うとともに、「監査上の主要な検討
事項（ＫＡＭ）」等について会計監査人との協議・打合せや、内部統制室の重要な事業所の往査等
に10回立会うなど、内部統制システムの整備及び運用状況を監視し、その検証結果を監査等委員
会に報告しました。
　なお、監査等委員会の実効性については、毎期末に自己評価を実施し、当事業年度も概ね有効と
評価しております。

（注） 本事業報告の記載金額及び株数は、表示の数値未満を切り捨てて表示しております。
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（2023年３月31日現在） （単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

流 動 資 産 合 計
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
そ の 他
有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計　

3,786,013
502,708

2,562,203
1,218,500

185,996
12,551

1,045,311
57,899

△3,451
9,367,732

1,442,748
108,981
644,159
174,628

2,370,518
164,518

1,164,836
346,039
47,230

255,012
△2,164

1,810,954　

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 874,784
電 子 記 録 債 務 1,310,620
短 期 借 入 金 38,000
未 払 法 人 税 等 239,702
賞 与 引 当 金 284,000
そ の 他 746,145
流 動 負 債 合 計 3,493,253

固 定 負 債
長 期 借 入 金 350,000
繰 延 税 金 負 債 22,068
再評価に係る繰延税金負債 26,734
退 職 給 付 に 係 る 負 債 718,915
そ の 他 130,960
固 定 負 債 合 計 1,248,679

負 債 合 計 4,741,932
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本
資 本 金 892,998
資 本 剰 余 金 759,219
利 益 剰 余 金 7,262,973
自 己 株 式 △297,549
株 主 資 本 合 計 8,617,641

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 258,346
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,062
土 地 再 評 価 差 額 金 30,438
為 替 換 算 調 整 勘 定 65,016
退職給付に係る調整累計額 △713
その他の包括利益累計額合計 354,149

固 定 資 産 合 計 4,345,991 純 資 産 合 計 8,971,791
資 産 合 計 13,713,724 負 債 純 資 産 合 計 13,713,724

連 結 貸 借 対 照 表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

Ⅰ．売 上 高 9,744,697
Ⅱ．売 上 原 価 5,262,712

売 上 総 利 益 4,481,984
Ⅲ．販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,023,148

営 業 利 益 1,458,836
Ⅳ．営 業 外 収 益

１．受 取 利 息 8,486
２．受 取 配 当 金 15,195
３．持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,640
４．助 成 金 収 入 8,180
５．そ の 他 4,071 37,573

Ⅴ．営 業 外 費 用
１．支 払 利 息 1,767
２．為 替 差 損 10,569
３．投 資 有 価 証 券 運 用 損 5,184
４．そ の 他 3,171 20,693

経 常 利 益 1,475,716
Ⅵ．特 別 損 失

減 損 損 失 27,800 27,800
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,447,915
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 393,985
法 人 税 等 調 整 額 △6,413 387,572
当 期 純 利 益 1,060,343
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,060,343

連 結 損 益 計 算 書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 892,998 751,559 6,527,707 △305,646 7,866,619

当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △325,077 △325,077

親会社株主に帰属する当期純利益 1,060,343 1,060,343

自 己 株 式 の 取 得 △239 △239

自 己 株 式 の 処 分 7,659 8,336 15,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 7,659 735,265 8,096 751,022

当 期 末 残 高 892,998 759,219 7,262,973 △297,549 8,617,641

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 227,101 360 30,438 19,277 △26,192 250,985 8,117,604

当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △325,077

親会社株主に帰属する当期純利益 1,060,343

自 己 株 式 の 取 得 △239

自 己 株 式 の 処 分 15,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,244 701 － 45,738 25,479 103,164 103,164

当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 31,244 701 － 45,738 25,479 103,164 854,186

当 期 末 残 高 258,346 1,062 30,438 65,016 △713 354,149 8,971,791

連結株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（2023年３月31日現在） （単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金
流 動 資 産 合 計

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
有 形 固 定 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
投 資 損 失 引 当 金
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計　

3,498,392
502,708

2,474,076
1,218,500

185,801
12,551

1,045,311
26,685
31,666

△3,451
8,992,244

1,393,793
44,366
92,070
6,419

147,981
644,159

3,047
20,974

2,352,813

134,155
9,051

21,311
164,518

1,131,160
122,191

250
2,164
6,548

81,738
357,121
112,780
94,027
27,850

△2,164
△30,953

1,902,714　

（負　債　の　部）
流 動 負 債

支 払 手 形 169,151
買 掛 金 700,826
電 子 記 録 債 務 1,310,620
短 期 借 入 金 38,000
リ ー ス 債 務 1,828
未 払 金 384,702
未 払 費 用 107,273
未 払 法 人 税 等 227,545
前 受 金 29,614
預 り 金 46,696
賞 与 引 当 金 284,000
そ の 他 301,037
流 動 負 債 合 計 3,601,296

固 定 負 債
長 期 借 入 金 350,000
リ ー ス 債 務 1,675
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 26,734
長 期 未 払 金 122,686
退 職 給 付 引 当 金 752,395
固 定 負 債 合 計 1,253,493

負 債 合 計 4,854,789
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金 892,998
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金 730,598
そ の 他 資 本 剰 余 金 28,619
資 本 剰 余 金 合 計 759,218

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金 91,989
そ の 他 利 益 剰 余 金

配 当 平 均 積 立 金 90,000
別 途 積 立 金 1,200,000
繰 越 利 益 剰 余 金 5,528,777

利 益 剰 余 金 合 計 6,910,766
自 己 株 式 △295,329
株 主 資 本 合 計 8,267,654

評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金 258,346
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,062
土 地 再 評 価 差 額 金 30,438
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 289,847

固 定 資 産 合 計 4,420,047 純 資 産 合 計 8,557,501
資 産 合 計 13,412,291 負 債 純 資 産 合 計 13,412,291

貸　借　対　照　表

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
科 目 金 額

Ⅰ．売 上 高 9,709,247

Ⅱ．売 上 原 価 5,250,102

売 上 総 利 益 4,459,145

Ⅲ．販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,170,324

営 業 利 益 1,288,821

Ⅳ．営 業 外 収 益

１．受 取 利 息 及 び 配 当 金 229,991

２．そ の 他 12,805 242,796

Ⅴ．営 業 外 費 用

１．支 払 利 息 1,767

２．そ の 他 14,577 16,345

経 常 利 益 1,515,272

Ⅵ．特 別 損 失

１．減 損 損 失 10,350

２．投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額 12,823 23,173

税 引 前 当 期 純 利 益 1,492,098

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 374,372

法 人 税 等 調 整 額 △12,882 361,490

当 期 純 利 益 1,130,608

損　益　計　算　書

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで ）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

資 本
準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

配当平均
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 892,998 730,598 20,959 751,558 91,989 90,000 1,200,000 4,723,245 6,105,234 △303,426 7,446,366
当事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △325,077 △325,077 △325,077
当 期 純 利 益 1,130,608 1,130,608 1,130,608
自 己 株 式 の 取 得 △239 △239
自 己 株 式 の 処 分 7,659 7,659 8,336 15,996
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当事業年度中の変動額合計 － － 7,659 7,659 － － － 805,531 805,531 8,096 821,287
当 期 末 残 高 892,998 730,598 28,619 759,218 91,989 90,000 1,200,000 5,528,777 6,910,766 △295,329 8,267,654

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 227,101 360 30,438 257,900 7,704,267
当事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △325,077
当 期 純 利 益 1,130,608
自 己 株 式 の 取 得 △239
自 己 株 式 の 処 分 15,996
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 31,244 701 － 31,946 31,946

当事業年度中の変動額合計 31,244 701 － 31,946 853,234
当 期 末 残 高 258,346 1,062 30,438 289,847 8,557,501

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 　 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桂 　 雄 一 郎

2023年 5 月17日
株式会社　タクミナ

取　締　役　会　　御中
有限責任監査法人トーマツ
　　　大　阪　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社タクミナの2022年4月1日から2023年3月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社タクミナ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 　 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 桂 　 雄 一 郎

2023年 5 月17日
株式会社　タクミナ

取　締　役　会　　御中
有限責任監査法人トーマツ
　　　大　阪　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社タクミナの2022年4月1日から2023年3月31日ま
での第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第47期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産
の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を
図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和３年11月16日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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2023年５月18日

株式会社タクミナ　監査等委員会
常勤監査等委員 吉 田 裕 ㊞
監 査 等 委 員 打 田 幸 生 ㊞
監 査 等 委 員 平 田 紀 年 ㊞
監 査 等 委 員 酒 井 修 一 ㊞

　

２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

④ 財務報告に係る内部統制についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３. 備考
　財務報告に係る内部統制について、有限責任監査法人トーマツから、独立監査人の監査報告書日時点に
おいて開示すべき重要な不備は認識していないとの報告を受けました。

（注）監査等委員である打田幸生、平田紀年及び酒井修一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以上
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第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけております。
　期末配当につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。
１. 配当財産の種類
　金銭といたします。

２. 配当財産の割当てに関する事項とその総額
　当社普通株式１株につき金30円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は、216,947,580円となります。

３. 剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年６月22日といたしたいと存じます。
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現行定款 変更案
（目的） （目的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。
(１)～(18)　（条文省略） (１)～(18)　（現行どおり）

＜　新　設　＞ (19)毒物劇物の販売。
＜　新　設　＞ (20)上記１号から５号に記載の機器、装置

その他製品に関するリース、レンタル及び
サブスクリプションサービス並びに中古品
の買取及び販売。

(19)上記各号に付帯する一切の事業。 (21)上記各号に付帯する一切の事業。

第２号議案　定款一部変更の件
１. 変更の理由
　今後の業務範囲の拡大へ向けて、現行定款第２条（目的）に新規の事業目的を追加するもので
あります。

２. 変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更箇所）
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
やま

山
 

　
だ

田
 

　
 

　
のぶ

信
 

　
ひこ

彦
( 1 9 5 1 年 ８ 月 ６ 日 生 )

    1975年    6 月 日本フィーダー工業㈱（現当社）入社
    1984年    6 月 当社取締役 企画室長
    1986年    5 月 当社常務取締役 営業本部長
    1987年    5 月 当社取締役副社長
    1993年    6 月 当社代表取締役社長
    2010年    6 月 当社代表取締役社長執行役員
    2012年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

292,883株

２
やま

山
 

　
だ

田
 

　
 

　
けい

圭
 

　
すけ

祐
( 1 9 8 2 年 1 2 月 ２ 日 生 )

    2011年    10月 当社入社
    2014年    4 月 当社社長室長兼海外営業部課長
    2016年    1 月 TACMINA USA CORPORATION 国際事業部

長
    2017年    6 月 当社取締役執行役員 社長室長兼海外市場開拓

担当
    2018年    4 月 当社取締役執行役員 社長室長兼管理本部長
    2019年    4 月 当社取締役常務執行役員 社長室長兼管理本部

長
    2022年    9 月 当社取締役副社長（現任）

71,239株

３
しら

白
 

　
いわ

岩
 

　
 

　
もと

源
 

　
ふみ

史
( 1 9 6 2 年 1 2 月 2 5 日 生 )

    2016年    4 月 当社入社
    2016年    4 月 当社営業本部営業統括部長
    2018年    4 月 当社執行役員 営業本部営業統括部長
    2020年    4 月 当社執行役員 営業戦略本部長
    2020年    6 月 当社取締役執行役員 営業戦略本部長
    2021年    4 月 当社取締役執行役員 営業統括本部長（現任）

7,818株

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４名は、本総会終結の時を
もって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４ ※ 
いの

井
 

　
うえ

上
 

　
 

　
ひろ

博
 

　
きみ

公
( 1 9 6 1 年 ８ 月 2 5 日 生 )

    1984年    4 月 日本フィーダー産業㈱（現当社）入社
    2010年    4 月 当社技術部長
    2015年    4 月 当社執行役員 技術部長兼開発センター長
    2019年    4 月 当社執行役員 技術本部長兼技術部長
    2023年    4 月 当社執行役員 生産本部長兼製造管理部長（現

任）

3,840株

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．※印は、新任候補者であります。
３. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ

＆Ｏ保険）契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「３．会社役
員に関する事項（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各
候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

さか

酒
 

　
い

井
 

　
 

　
しゅう

修
 

　
いち

一
( 1 9 5 1 年 ４ 月 1 5 日 生 )

    1975年    3 月 工業計器株式会社（現ネステック株式会社）入社
    1985年    4 月 同社関西営業所長
    1996年    4 月 同社取締役 関西営業所長
    1996年    12月 同社取締役 関西営業部長
    2007年    4 月 同社取締役 営業本部長
    2018年    7 月 同社常務執行役員
    2021年    6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）

100株

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件
　監査等委員である取締役酒井修一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

　（注）１. 酒井修一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 酒井修一氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独

立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。同氏が再任
された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

３. 責任限定契約について
当社は、酒井修一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。同氏が再
任された場合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

４. 酒井修一氏は、ネステック株式会社において取締役を務め、企業経営者としての豊富な経
験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営全般に関する監督や有効な助言
を受けることによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判
断し、社外取締役候補者といたしました。

　　同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年であり、うち監査等
委員である社外取締役としての在任期間は２年であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ
＆Ｏ保険）契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「３．会社役
員に関する事項（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。酒
井修一氏が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者
となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しており
ます。

以上
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株主総会会場ご案内図

シティプラザ大阪 2階「SYUN －旬－」
大阪市中央区本町橋２番31号　　TEL 06－6947－7702

地下鉄堺筋線・中央線　堺筋本町駅　1号、12号出口より徒歩約6分
地下鉄谷町線・中央線　谷町四丁目駅　4号出口より徒歩約7分
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※会場が昨年と異なりますので、お間違えのないようお願い申しあげます。


